
福岡県における海区漁業調整委員会の委員候補者の選定基準  
 
（目的）  
第１条 この選定基準は、福岡県における海区漁業調整委員会の委員選任に関する要綱

（以下「要綱」という。）第９条第２項に規定する選定委員会の審査の基準について、

必要な事項を定めるものとする。  
 
（評価基準）  
第２条 選定委員会は、要綱第５条及び第６条により提出された様式第１号から様式第３

号（委員推薦書、委員申込書）の内容及び福岡県における海区漁業調整委員会の委員

候補者選定委員会設置要領第７条に規定する意見聴取等を基に、別表により評価し、

委員候補者を選定するものとする。  
 
（評価の非公開）  
第３条 選定委員会での評価内容は、原則非公開とする。  
 

附 則  
 この基準は、令和元年１１月２９日から施行する。  

附 則  
 この基準は、令和２年７月１０日から施行する。 

附 則  
 この基準は、令和６年７月１９日から施行する。 

 



（別表）

区分 判断基準 評価方法

①漁業経験や知識

②地域の信頼度、指導力、調整力

③委員としての意欲や適性

①漁業経験や知識

②地域の信頼度、指導力、調整力

①漁業に関する知識
経歴、応募理由や推薦理由等を考慮し、評価
する

②委員としての意欲や適性
経歴、応募理由や推薦理由等を考慮し、評価
する

①専門知識(資源管理)

①専門知識(漁業経営)　　いずれか

①専門知識(その他)

①漁業に関する知識

②調整能力

③委員としての意欲や適性

2 中立的な立場 ①中立性 経歴等を考慮し、評価する
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漁業に関する識見を有
し、海区漁業調整委員会
の所掌に属する事項に関
しその職務を適切に行う
ことができるか

漁業に関する専門知識

1

2 経歴や実績等を考慮し、評価する

経歴、応募理由や推薦理由等を考慮し、評価
する

漁業に関する識見を有
し、海区漁業調整委員会
の所掌に属する事項に関
しその職務を適切に行う
ことができるか

1

評価項目

漁業調整の能力や経験

1

2

漁業に関する識見を有
し、海区漁業調整委員会
の所掌に属する事項に関
しその職務を適切に行う
ことができるか
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※漁業の種類、操業区域、住所又は事業場を有する地区に著しい偏りが生じないよう配慮する。

漁業の経験年数、漁協や漁業種類別協議会で
の役職経験、漁業調整委員の経験、応募理
由、推薦理由、推薦人の数、推薦団体の活動
内容や構成員の属性等を考慮し、評価する

漁協や漁業種類別協議会での役職経験、漁業
調整委員の経験等を考慮し、評価する


